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日程第16　議案第84号　平成30年度日南町介護サービス事業特別会計決算認定について
日程第17　議案第85号　平成30年度日南町後期高齢者医療特別会計決算認定について
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　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　　本日の会議に付した事件
日程第１　議案第68号　日南町過疎地域自立促進計画の一部変更について
日程第２　議案第69号　日南町印鑑条例の一部改正について
日程第３　議案第70号　日南町税条例の一部改正について
日程第４　議案第72号　日南町消防団条例等の一部改正について
日程第５　議案第73号　令和元年度日南町一般会計補正予算（第３号）
日程第６　議案第74号　令和元年度日南町介護保険特別会計補正予算（第１号）
日程第７　議案第75号　令和元年度日南町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）
日程第８　議案第76号　令和元年度日南町簡易水道事業会計補正予算（第１号）
日程第９　議案第77号　令和元年度日南町下水道事業会計補正予算（第１号）
日程第10　議案第78号　令和元年度日南町病院事業会計補正予算（第１号）
日程第11　議案第79号　平成30年度日南町一般会計決算認定について
日程第12　議案第80号　平成30年度日南町国民健康保険特別会計決算認定について
日程第13　議案第81号　平成30年度日南町簡易水道事業特別会計決算認定について
日程第14　議案第82号　平成30年度日南町農業集落排水事業特別会計決算認定について
日程第15　議案第83号　平成30年度日南町介護保険特別会計決算認定について
日程第16　議案第84号　平成30年度日南町介護サービス事業特別会計決算認定について
日程第17　議案第85号　平成30年度日南町後期高齢者医療特別会計決算認定について
日程第18　議案第86号　平成30年度日南町再生可能エネルギー発電事業特別会計決算認定
について
日程第19　議案第87号　平成30年度日南町病院事業会計決算認定について
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　　　　───────────────────────────────
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　　　　───────────────────────────────
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　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　　事務局出席職員職氏名
局長　───────　花　倉　幸　江君　　書記　───────　花　倉　順　也君
　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　説明のため出席した者の職氏名
町長　───────　中　村　英　明君　　副町長　──────　丸　山　　　悟君
教育長　──────　伊　田　典　穂君　　総務課長　─────　木　下　順　久君
企画課長　─────　實　延　太　郎君　　教育次長　─────　村　上　伴　樹君
住民課長　─────　淺　田　雅　史君　　病院事業管理者　──　中　曽　森　政君
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保育園長　─────　段　塚　直　哉君　　会計管理者　────　長　崎　み　よ君
農業委員会事務局長　　松　本　道　博君
　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　　午前９時００分開議
○議長（山本　芳昭君）おはようございます。
　ただいまの出席は１０名であります。定足数に達していますので、第６回日南町議会定
例会を再開いたします。
　直ちに本日の会議を開きます。
　本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。
　　　　─────────────・───・─────────────
　日程第１　議案第６８号
○議長（山本　芳昭君）タブレットの議案書ファイルをお開きください。２ページ、日程
第１、議案第６８号、日南町過疎地域自立促進計画の一部変更についてを議題とし、前回
の議事を継続いたします。
　本案に対する質疑は前回行いましたが、ここで質疑漏れがあればこれを許します。
　　　　　　　　　　　　　　　　〔質疑なし〕
○議長（山本　芳昭君）質疑を終結いたします。
　これより討論、採決を行います。
　日程第１、議案第６８号、日南町過疎地域自立促進計画の一部変更についての討論を許
します。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）討論を終結いたします。
　これより採決を行います。
　議案第６８号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
　　　　　　　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され
ました。
　　　　─────────────・───・─────────────
　日程第２　議案第６９号
○議長（山本　芳昭君）タブレット２４ページ、日程第２、議案第６９号、日南町印鑑条
例の一部改正についてを議題とし、前回の議事を継続いたします。
　本案に対する質疑は前回行いましたが、ここで質疑漏れがあればこれを許します。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）質疑を終結いたします。
　これより討論、採決を行います。
　日程第２、議案第６９号、日南町印鑑条例の一部改正についての討論を許します。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）討論を終結いたします。
　これより採決を行います。
　議案第６９号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
　　　　　　　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され
ました。
　　　　─────────────・───・─────────────
　日程第３　議案第７０号
○議長（山本　芳昭君）タブレット２６ページ、日程第３、議案第７０号、日南町税条例



の一部改正についてを議題とし、前回の議事を継続いたします。
　本案に対する質疑は前回行いましたが、ここで質疑漏れがあればこれを許します。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）質疑を終結いたします。
　これより討論、採決を行います。
　日程第３、議案第７０号、日南町税条例の一部改正についての討論を許します。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）討論を終結いたします。
　これより採決を行います。
　議案第７０号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
　　　　　　　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され
ました。
　　　　─────────────・───・─────────────
　日程第４　議案第７２号
○議長（山本　芳昭君）タブレット６０ページ、日程第４、議案第７２号、日南町消防団
条例等の一部改正についてを議題とし、前回の議事を継続いたします。
　本案に対する質疑は前回行いましたが、ここで質疑漏れがあればこれを許します。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）質疑を終結いたします。
　これより討論、採決を行います。
　日程第４、議案第７２号、日南町消防団条例等の一部改正についての討論を許します。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）討論を終結いたします。
　これより採決を行います。
　議案第７２号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
　　　　　　　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され
ました。
　　　　─────────────・───・─────────────
　日程第５　議案第７３号　から　日程第１０　議案第７８号
○議長（山本　芳昭君）タブレット６４ページから、日程第５、議案第７３号、令和元年
度日南町一般会計補正予算（第３号）、日程第６、議案第７４号、令和元年度日南町介護
保険特別会計補正予算（第１号）、日程第７、議案第７５号、令和元年度日南町後期高齢
者医療特別会計補正予算（第２号）、日程第８、議案第７６号、令和元年度日南町簡易水
道事業会計補正予算（第１号）、日程第９、議案第７７号、令和元年度日南町下水道事業
会計補正予算（第１号）、日程第１０、議案第７８号、令和元年度日南町病院事業会計補
正予算（第１号）、以上、令和元年度補正予算関係６議案を一括議題として、前回の議事
を継続いたします。
　ここで、坂本農林課長より発言が求められておりますので、これを許します。
　坂本農林課長。
○農林課長（坂本　文彦君）先週に質問のありましたＪクレジット、道の駅の１商品１円
のＪクレジットの金額ですけども、そちらのほうにつきまして、現在３０年度分を３１年
度に処理をするという今、形をとっておりますので、今ちょうど処理の事務手続の最中で
ございます。その事務が確定しましたら、最終的なものと大西議員言われました預かり金
の内訳等について確認をさせてもらいまして、報告をさせていただきたいと思いますの
で、いましばらくお時間をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○議長（山本　芳昭君）各案に対する質疑は前回行いましたが、ここで質疑漏れがあれば
これを許します。
　なお、質疑のときは議案番号をお示しの上、質疑願います。
　１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）わかりましたけども、この積立金はいいと思うんです、明
確になりますから使途もわかりますし、これから。
○議長（山本　芳昭君）大西議員、議案番号をお示しをください。
○議員（１番　大西　　保君）済みません、議案は第３号の一般補正予算の第７３号の森
林保全のところです。ページでいくと何ページかな、１２６ページの上段です。坂本課長
の今、答弁の中の３０年度についていうんか積み立てについては、２９年分は入るけど
も、３０年度は３１年度ということなんですね。３０年度はもう金額決まっておるでし



ょ、３月の末ですので、その金額はおわかりですか。
○議長（山本　芳昭君）坂本農林課長。
○農林課長（坂本　文彦君）３０年度の金額につきましては、中心地のほうでも報告をさ
せていただいておりますけども、ＥＶＩのほうですね、１６万８，１５１円という金額に
なっているかと思います。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）中心地域で出されてる金額は、３０年度は２２万９１１円
ですが、３月末までですよ、ことしの。今の金額１６万とか言われましたけど、それとの
差額ありますが。
○議長（山本　芳昭君）坂本農林課長。
○農林課長（坂本　文彦君）中心地のほうで報告していますものは、レストランやトマト
加工等も含んだ金額になっているのではないかと思いますので、直売所のみでいきますと
１６万８，１５１円という金額になるかと思います。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）ちょっと私も認識が改めてせないけませんけど、ＥＶＩは
全て道の駅全体の金額をカルネコさんとかそういった形で出しておるんじゃないんでしょ
うか。
○議長（山本　芳昭君）坂本農林課長。
○農林課長（坂本　文彦君）済みません、私の認識不足なんですけども金額のほう、再度
議員言われました金額と確認をさせていただきたいと思いますので。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）今、道の駅全体でのＥＶＩなんで、直売所だけとかそうい
うことではないので、もう一度確認してください。あえてなぜこれを質問するかと言いま
すと、新たに指定管理者が３０年度からなられました。それまでは別のとこがされてまし
たけども、その当時もＥＶＩのこの１円の取り扱いでちょっとミスがあったもので、ちょ
うど１年目に今されてる指定管理者の方とよく調整してないで、お金のやりとりですし、
寄附いただいた１円です。これを大事に、それからもう一つ、道の駅にこの金額を表示す
るようになってますけども、２月２８日末時点での合計金額しか出してません。これにつ
いては前から私は指摘しとるんですけども、２月２８日、もう半年以上たっております。
このようなことになりますと、やっぱり道の駅でＣＯ2 ・;ゼロの道の駅とうたった、ま
たＳＤＧｓの取り組みをやってるという町としては、もう少しきちっと管理をしていただ
きたいというお願いがあって、あえて質問したわけです。これについて、３０年度分は
３１年に入れることにはオーケーなんですけども、その辺ちょっともう一度確認だけよろ
しくお願いいたします。
○議長（山本　芳昭君）そのほかございますか。
　２番、古都勝人議員。
○議員（２番　古都　勝人君）考え方をちょっとお伺いしておきたいと思います。議案
８１と８２にかけて、いわゆる２分の１の、いわゆる人件費という形で上程されておりま
す。
○議長（山本　芳昭君）どこや、８１。議案、補正予算ですよ。
○議員（２番　古都　勝人君）失礼しました、ページでいいますと６と７ですか。簡易水
道と、それから、一般会計のみですか、議長。
○議長（山本　芳昭君）いや、いいです、特別会計全てです。
○議員（２番　古都　勝人君）人件費が２分の１というふうに、それぞれに計上してあり
ます。平成十五、六年だったでしょうか、行財政改革の中で、特会については人の配置、
それから繰り出し基準、そういったものを明確にして進めていくということでこれまでき
たわけですが、今回、人の張りつけがそれぞれの会計から半分ずつという表現になってま
すけども、人員増というふうに捉えていいのでしょうか。ここら辺の考え方について説明
をお願いします。
○議長（山本　芳昭君）財原建設課長。
○建設課長（財原　　積君）今回、事業会計におきまして、議員御指摘のとおり簡易水道
事業会計と下水道事業会計、当初の予算につきましては、２つの事業会計で２名という配
置でありました。その後、４月１日の人事異動で１名加配というところで、今回の事業会
計専門監ということで１名配置をすることになりました。担当課としましては、やはり新
しい事業会計、まだまだ新しくスタートしましたけども、やはり専門性なり事業会計とし
て、職員も知識が非常に乏しいところでスタートしとるというところの人事の配置だと受
けとめております。そういった関係で、今回加配になりました専門監をそれぞれの会計に
２分の１ずつ計上しまして、人件費の補正をいたしたところです。



　繰り出し基準、そういったものはこれまで特別会計においても、やはり総務省からの通
知、通達があっております。現在のところは、その繰り出し基準の以内でやるということ
で整理をしておりますので、御承知おきいただければと思います。
○議長（山本　芳昭君）２番、古都勝人議員。
○議員（２番　古都　勝人君）繰り出し基準以内だという今、説明がありましたけれど
も、２分の１と書いてありながら、それぞれの会計の人件費部分が、額が相当違っておる
と。下水のほうは５３１万９，０００円、簡易のほうが４７８万１，０００円。同人に払
う場合の繰り出し基準自体は、こういう形で今後も進めていかれるのかどうか、そこをも
う一回説明をいただきます。
○議長（山本　芳昭君）財原建設課長。
○建設課長（財原　　積君）完全な２分の１になっていないということは、総務課からの
人件費、給与費の明細の仕分けの中で起こってるところだというところで聞いておりま
す。詳細につきましては、明細な個別の個票が必要になってきておりますので、たしか掛
ける保険料なりそういったところを一括して片方に寄せてるというところで、差異が生じ
てるというところで御理解いただければと思います。
　あと、今後の繰り出しの関係です。やはり簡易水道の事業会計におきましても、特に下
水道の事業会計につきましても、一般会計からの繰り出しをもって会計のバランスをとる
という考え方は従来どおりであります。簡易水道のほうにつきましては業務費の２分の
１、下水道事業会計につきましては、償還等業務費に不足する部分を出すというところに
なっておりますので、そのルールは現在のところ、これまでの基金積み立て、そういった
ものも年度末に取り崩しはしましたが、それが現金化してキャッシュとして事業会計の中
に持ってるというところで、当面の間は繰り出し基準は維持できるんじゃないのかなとい
うふうに考えております。ただ、今後とも料金の改定ということが将来的に起こる場合も
ありますので、今年度のマネジメントの業務委託等で、今後の事業収入のバランスという
ものを検討していきたいというふうに思っております。
○議長（山本　芳昭君）２番、古都勝人議員。
○議員（２番　古都　勝人君）わかりました。ありがとうございます。
　ここに書いてあるのは、いわゆる専門監ということであります。人事上の両会計にまた
がる場合に、部下を持つのか持たないのか、ここら辺の人事的な考え方について、説明を
いただきます。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）御質問にお答えしたいと思いますが、いわゆる今回の場合は、企
業会計の専門監というところでありまして、いずれにしましても新しく企業会計がスター
トしたというところがありまして、経験値の中でこういう人事をさせていただいたという
ことでありますし、また、当然その人だけでできるわけではなくて、将来的な事務的なと
ころもありますので、直接的な、直接言やあおかしいですが、事務分掌上っていうところ
は別としまして、当然その業務に携わる皆さんへの、やっぱりどういいましょうか、勉強
的なところの指導っていうところは将来的にも必要だろうというふうに思ってますので、
そういう企業会計のあり方っていうところは、これからどんどんどんどん進んでいくんだ
ろうと思いますし、場合によっては一般会計持ってるところも当然、これからの中ではあ
り得る話だというふうに思っておりますので、全体、課もそうですけども、やっぱり全体
的な庁舎内全体の職員っていう意味合いも含めて、これから勉強を重ねていかないといけ
ないというふうに思っております。
○議長（山本　芳昭君）２番、古都勝人議員。
○議員（２番　古都　勝人君）ただいま担当課長のほうでは、いわゆる加配という表現を
されました。役場の事務自体が主査、副査というのがあるわけでして、平準化するために
は早く指導されて、また加配がなくてもできるような体制をとられないと、職員数が足ら
ない状況の中で、加配までしてという気がするわけでして、そこら辺また数年たった段階
では従来のような形に返されるのかどうか、改めてお伺いをいたします。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）基本的には、全体的なバランスっていうところもありますけれど
も、目指す方向としては加配という捉え方ではなくて、通常の人事の中でできるようにな
れば一番ベストだというふうに思っておりますので、その方向の中で勉強を重ねていきた
いというふうに思っております。
○議長（山本　芳昭君）そのほかございますか。
　６番、岩﨑昭男議員。
○議員（６番　岩﨑　昭男君）病院のほうの補正予算の１号でございます。先日、結構質
疑も出とったわけでございますけれども、ナースコールの関係でございますけれども、当



初予算では電話機の工事とナースコールの工事、これ別々で計上してあるわけでございま
す。先般のお話を聞いたところでは、どうも一括で契約をされるようなイメージをとりま
したけれども、電話機と、このナースコールの工事、それぞれの契約のやり方、これにつ
いてお伺いいたします。
○議長（山本　芳昭君）中曽病院事業管理者。
○病院事業管理者（中曽　森政君）ちょっと実務上、確認ができておりませんので申しわ
けありません、早急に調べて回答させてください。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）内容的には２つの種類、種類っていいましょうか、電話とナース
コールっていうところがありますんで、連動性っていうところもありますので、相手方の
業者っていいましょうか、その辺の力量とやっぱりボリュームとあわせながら検討してい
きたいというふうに思っておりますが、基本的には一本で発注ができればベストかなとい
うふうに思っておりますが、ただ、受け手のどういいましょうか、技術力だとかそういう
ところも加味しながら、これから選定をさせていただきたいというふうに思っております
ので、いずれにしても連動性がありますので、その連動性はお互いのどういう形になるに
しても、確認ができて誤作動などがないような完成の検査に進めていきたいというふうに
思っております。
○議長（山本　芳昭君）６番、岩﨑昭男議員。
○議員（６番　岩﨑　昭男君）当初予算で別々に計上してあるということは、多分どちら
かの業者さんから見積もりをそれぞれとられた形ではないかと思われます。町長が先ほど
申し上げられましたように、入札に当たっては一括でやったほうが効率がいいというよう
なこともあろうかと思いますけれども、やはりここらあたりの仕組み、電話とナースコー
ル、ここらあたりの仕組みの理解が不十分であって、今回のような補正が出たと思われま
す。そこらあたりをしっかりと予算執行に当たりましては御検討いただいて、適正な執行
をお願いしたいと思います。以上です。
○議長（山本　芳昭君）そのほかございますか。
　　　　　　　　　　　　　　　　〔質疑なし〕
○議長（山本　芳昭君）以上で質疑を終結いたします。
　これより討論、採決を行います。
　討論、採決は議案ごとに行います。
　日程第５、議案第７３号、令和元年度日南町一般会計補正予算（第３号）の討論を許し
ます。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）討論を終結いたします。
　これより採決を行います。
　議案第７３号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
　　　　　　　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されま
した。
　日程第６、議案第７４号、令和元年度日南町介護保険特別会計補正予算（第１号）の討
論を許します。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）討論を終結いたします。
　これより採決を行います。
　議案第７４号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
　　　　　　　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され
ました。
　日程第７、議案第７５号、令和元年度日南町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２
号）の討論を許します。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）討論を終結いたします。
　これより採決を行います。
　議案第７５号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
　　　　　　　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され
ました。
　日程第８、議案第７６号、令和元年度日南町簡易水道事業会計補正予算（第１号）の討



論を許します。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）討論を終結いたします。
　これより採決を行います。
　議案第７６号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
　　　　　　　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され
ました。
　日程第９、議案第７７号、令和元年度日南町下水道事業会計補正予算（第１号）の討論
を許します。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）討論を終結いたします。
　これより採決を行います。
　議案第７７号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
　　　　　　　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され
ました。
　日程第１０、議案第７８号、令和元年度日南町病院事業会計補正予算（第１号）の討論
を許します。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）討論を終結いたします。
　これより採決を行います。
　議案第７８号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
　　　　　　　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され
ました。
　　　　─────────────・───・─────────────
　日程第１１　議案第７９号　から　日程第１９　議案第８７号
○議長（山本　芳昭君）タブレット１４２ページから、日程第１１、議案第７９号、平成
３０年度日南町一般会計決算認定について、日程第１２、議案第８０号、平成３０年度日
南町国民健康保険特別会計決算認定について、日程第１３、議案第８１号、平成３０年度
日南町簡易水道事業特別会計決算認定について、日程第１４、議案第８２号、平成３０年
度日南町農業集落排水事業特別会計決算認定について、日程第１５、議案第８３号、平成
３０年度日南町介護保険特別会計決算認定について、日程第１６、議案第８４号、平成
３０年度日南町介護サービス事業特別会計決算認定について、日程第１７、議案第８５
号、平成３０年度日南町後期高齢者医療特別会計決算認定について、日程第１８、議案第
８６号、平成３０年度日南町再生可能エネルギー発電事業特別会計決算認定について、日
程第１９、議案第８７号、平成３０年度日南町病院事業会計決算認定について、以上、平
成３０年度決算認定の９議案を一括議題とし、前回の議事を継続いたします。
　提案説明まで終了しておりますので、これから各議案に対する質疑を許します。
　まず、議案第７９号、平成３０年度日南町一般会計決算認定に対する質疑を許します。
　８番、久代安敏議員。
○議員（８番　久代　安敏君）タブレットでいうと出納室のところですけども、昨年鳥取
銀行、鳥銀が店舗を日野町に移すということで、窓口業務のほうが閉鎖されるという大き
な出来事というか事件がありましたけども、この出納室の鳥銀の預金残高や基金も含めて
ですけども、昨年は７億１，２００万で、基金も同じ額が７億１，２００万、前年度はあ
ったわけですけども、これはその他の金融機関に移されたという、前増原町長のときにも
お聞きしましたけども、タブレット２４ページです、済みません。現在、その鳥銀との関
係は、町長にお聞きしたほうがいいかもしれませんが、どのように対住民との関係、町の
予算ですから町のことについてもお聞きしたいのですけども、全くゼロ円になってますよ
ね。その間の鳥銀との交渉の結果について説明を求めたいというふうに思いますが、どう
でしょうか。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）数字上はこういう状況に至ってますが、基本的な内容的には、両
者といいましょうか、私のほうもですが銀行のほうも特にわだかまりが残ってるっていう
ような状況ではないというふうに私自身は思ってますし、お互いにこれからも行政の役
割、あるいは銀行としての役割っていうところが、それぞれが使命がありますので、その
使命についてお互いに頑張っていきましょうという話をさせていただいておりますので、



数字上はゼロっていう話にはなっておりますけれども、この数字が前面に出てるっていう
わけではなくて、内容的には通常の従来の形になってるっていうふうに認識をしておりま
すし、また、銀行さんのほうも当時お話しさせてもらった、例えば職員のほうが役場に来
てもらうだとか、それから対住民の皆さんについては、カードをつくってもらったりと
か、それの説明なりっていうところもやっていただいてるっていうふうに思ってますし、
また、農協さんとのＡＴＭの関連性も含めて説明されてるっていうふうに思っております
ので、そういう動きは私としても承知しておりますし、これからも特に鳥取銀行について
の、例えば基金は確かにそういう形で今は精査してもらっていますけども、今後について
はゼロっていうことではないっていうふうに認識しておりますので、そういう方向で考え
ていきたいというふうに思っておりますが、現時点で約束をするという状況ではありませ
んけれども、基本的には従来と同じような思いの中で、これからの動きをさせていただき
たいというふうに思っております。
○議長（山本　芳昭君）よろしいですか。
○議員（８番　久代　安敏君）はい。
○議長（山本　芳昭君）そのほかございますか。
　９番、坪倉勝幸議員。
○議員（９番　坪倉　勝幸君）まず、予算管理全体について伺いたいと思いますけども、
これは過去にも何度か指摘したこともあるんですけども、予算の振りかえ充用がなされて
おりますけども、その受け入れ科目の中で、充用額を上回る不用額があるところが何件か
あります。特に総務費、一般管理費の役務費、委託料等は、振りかえ充用額を上回る不用
額がありますけれども、この辺の予算管理について、各職員の皆さんがパソコン上で行わ
れ、それを室長、課長が管理をされるということでしょうけども、こういう事態が起こる
理由ですね、コンピューターのシステム上に課題があるのか、運用上に、あるいは職員の
操作に関係するものなのか、そこら辺について説明を求めます。
○議長（山本　芳昭君）木下総務課長。
○総務課長（木下　順久君）個々の案件について原因を調べてみないと、はっきりしたこ
とは言えないというふうに思いますけれども、基本的にはシステム上の問題ではなく、職
員の認識といいますか、それと上司のチェックの部分について、若干しっかりとした認識
なりがないのではないかというふうに思われます。再度、これにつきましては、個々の案
件を調べまして、認識を新たにできるような形を徹底をしたいというふうに思っておりま
す。確認をさせてやっていただきたいと思います。
○議長（山本　芳昭君）９番、坪倉勝幸議員。
○議員（９番　坪倉　勝幸君）それと、雑入の中で１３５万余り、収入未済がありますけ
れども、これの内訳は何でありましょうか。
○議長（山本　芳昭君）木下総務課長。
○総務課長（木下　順久君）こちらにつきましても、ここで今把握をできておりません。
確認をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
○議長（山本　芳昭君）９番、坪倉勝幸議員。
○議員（９番　坪倉　勝幸君）教育関係について町長、総合教育会議の座長でもあります
ので、教育長とともに伺いたいと思いますけども、本会議初日にも報告をいただきまし
た、教育に関する事務の管理及び執行状況の点検評価のところで、学力向上の推進という
ところの取り組みがＣ判定、Ｄ判定になっております。ここら辺は保・小・中連携の一貫
教育の中で、学力向上対策っていうのは大きな視点でありますけれども、ここの取り組み
がＣ判定、Ｄ判定になったのはどういう理由からですか。どういうところが不足しておっ
たということでありましょうか。
○議長（山本　芳昭君）出ませんか。村上教育次長。今、ページを開いてます、ちょっと
待ってください。何ページぐらい。ページ数がわかるね。
○議員（９番　坪倉　勝幸君）報告書の７２ページ。
○議長（山本　芳昭君）報告書の７２ページだそうです。あった、見せてあげたら。見せ
てあげたほうがいいかもしらんな。
　村上教育次長。
○教育次長（村上　伴樹君）済みません、失礼します。ちょっとタブレットを探すのに時
間がかかりました。Ｃ判定ですね、学力向上につきまして、昨年度におきましては、総合
的に判定を出しております。家庭学習等につきましては、徐々に伸びてはきてはいるんで
すけれども、やはりまだそのあたりの取り組みが十分なされていないというようなとこ
ろ、それから、中学校におきましてはバス等の時間、待つ時間を使いましてプリント学習
等、補充学習をしてはいるんですけれども、やはり結果としてなかなか数値的なものにつ
ながっていないということでＣ判定というふうにしております。



　それと、Ｄ判定につきましては、にちなんサポートの実施等ですかね、そこにつきまし
ては、当初のにちなんサポート、土曜授業につきましては、学力向上に向けた取り組みと
いうことでやってきておりましたけれども、ここの何年かは形態等内容等も変わっており
まして、直接学力向上に結びつくというような取り組みになっていないのが現実ですの
で、この部分につきましては、きちっと再度検討し直しが必要であろうということでＤ判
定ということにしております。以上です。
○議長（山本　芳昭君）９番、坪倉勝幸議員。
○議員（９番　坪倉　勝幸君）総合教育会議の座長として、町長もこういう報告も受けら
れておるわけですけども、町長として今後、保小中一貫教育の中での学力向上対策につい
て、どのようにお考えですか。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）学力向上っていうテーマにつきましては、以前からずっとその目
標に向かって動いてきたっていうふうに思ってますし、私自身もこの教育分野におきまし
ての一つのテーマは学力向上っていうふうに設けておりまして、その話もさせていただい
てるというふうに思っております。
　一つの原因っていうのは、ここにも書いてありますけれども、やっぱり家庭学習あたり
がどうなのかとか、そういうことも含めてこれから理詰めしていく必要があるかなという
ふうに思ってますし、そしてもう一つは、やはり保小中一貫というところの中で、小学校
が統合した段階の中からスタートしてきてるっていうふうに思っておりますけれども、お
話聞きますと、若干そこが少し連携あたりが薄らいでっていうような話は聞きますので、
改めてそこを見直していって、再確認をしながらこれから進めていきたいというふうに思
ってますし、そういうお話を教育会議の中にもお願いもしてるところでありますので、少
し、どういいましょうか、先般もどういいましょうか、顔を知るっていうところのテーマ
の中で、先生方と一緒に懇談の会を設けたところでありまして、やはり横の連携も重要だ
ろうというふうに思ってますので、そういった動きをしながら、改めて目標についてがど
うこうではなくて、やり方に対してのやっぱり進め方に対して少し強固にしていきたいと
いうふうに思っておりますので、これからまたいろんな動きを含めてお願いをしていきた
いというふうに思っております。
　改めて言いますと、学力向上っていうのには、私としても一つのテーマだというふうに
思ってますので、引き続き御指導いただければと思います。
○議長（山本　芳昭君）９番、坪倉勝幸議員。
○議員（９番　坪倉　勝幸君）具体的に家庭学習が何時間とかという数値ではなくて、こ
の報告書は教育委員会として、あるいは小学校、中学校として、どう取り組んだかという
ことが問われておる報告書でありますので、やっぱりここにも一部記述がありますけれど
も、授業方法の改善とか、家庭学習を進めるための取り組みとか、強固に進めていただき
たいと思います。
　学力向上対策もあわせてですけども、保小中一貫教育について、３０年度アンケートを
とられ、保護者等にアンケートをとられておりますけども、その中で小中一貫教育が進ん
でいない、あるいは余り理解できてないという回答が約７０％あったと報告をされており
ます。このことについて、教育長には総務委員会でもお聞きをしましたけども、総合教育
会議の中村町長としては、こういう取り組みを約１０年、小中一貫教育という形で進めて
こられましたが、それが保護者に理解されていない、あるいは進んでないというふうにと
られる現状に対して、どのようにお考えですか。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）現状に対してというところでありますけれども、私もいろいろ資
料、資料っていいましょうか、会議あたりの資料見させていただきますと、内容的には問
題ないというふうに思っておりますけど、ただ、それが実践の形につながってないという
のが現状だろうというふうに思ってますので、先ほど申し上げましたように、改めて保・
小・中連携という方針に対して、担当レベルも含めて一緒になってこれから取り組んでい
きたいというふうに思ってますし、あわせてそれを保護者の皆さんにも伝えるっていうこ
とも一つの役割だろうというふうに思ってますので、そういう例えば家庭教育にしても、
一つがそういうことの積み上げが保護者の皆さんの理解っていうところに、実践につなが
るっていうふうに思ってますので、そこの点は改めた形の中でこれからも強固にしていき
たいというふうに思っております。
○議長（山本　芳昭君）９番、坪倉勝幸議員。
○議員（９番　坪倉　勝幸君）１０年間進めてきてこういう状況でありますし、保護者の
みならず町民の中でなかなか浸透しないという状況がありますが、これを小中一貫教育で
はなくて、一貫校にするっていう考えは全くありませんか。



○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）現時点では思っておりません。ただ、今後の展開の中で、やはり
その辺が有効だっていうところが確認できれば、そのことも検討はしていきたいというふ
うに思っておりますけども、まずは保・小・中連携という動きをしてきた１０年間で、そ
れを再度反省しながら挑戦していきたいというふうに思っております。その中で、全体的
な総合的な判断の中で、一貫校ということが本当に望ましいというような判断ができれ
ば、そこはゼロではないというふうに私は思ってます。
○議長（山本　芳昭君）９番、坪倉勝幸議員。
○議員（９番　坪倉　勝幸君）ちょっと議題を変えますけども、ＧＩＳシステムが町に入
って１０数年経過します。その間、バージョンアップされたり、活用されてきとると思い
ますけども、現時点でどういう場面で活用ができますか。例えば、端末で企画課のほか
に、同じ画面がどういう、どの課で活用されておりますでしょうか。例えば農業委員会、
農林課等についても、３１年度、ことし新たな農地地図システムが導入されましたけど
も、それ以前のところも含めて、現在どういう状況で活用されているのかということにつ
いて伺います。
　あわせまして、住民課の窓口で、土地公図の閲覧ができますが、相変わらず印刷等につ
いて、地籍調査が終わったところについては建設課からの出力を待たなければならない状
況がありますが、この辺の改善についてどのように取り組まれておりますか。
○議長（山本　芳昭君）坂本農林課長。
○農林課長（坂本　文彦君）ＧＩＳシステムにつきましては、農林課のほうが今一番中心
になって使わせてもらってるというような状況かと思います。人・農地プラン等の話し合
いの中でも、所有者ごとの水田等に色づけをしたりとか、そういったものに活用させてい
ただいて、集落での話し合いをより深まるように活用させていただいていると思います
し、他の課ですと、大体の現況確認、現地の確認として幅広く、この事業にっていうわけ
ではなく必要なときに、どこどこの地番の土地の状況等を確認するという際に、今のとこ
ろＧＩＳのほうは使っているという状況かと思います。
○議長（山本　芳昭君）建設課との関係は。
　淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）住民課のほうで、公図の閲覧行っとりますけれども、さっき
議員さんおっしゃられたように、地籍調査が終わって登記が完了したとこにつきまして
は、公図のほうは建設課からの出力を待ってということになっております。これは、でき
たところ、地籍調査ができたところからということで、そういう形にはなっておりますけ
れども、これは地籍調査が終わるのを待つというところが、一つのゴールかなと思っとり
ます。
　何せ公図というものは、法務局の公図を基準に日南町の公図を出しております。それに
対して、その手入れというものを既に登記が終わったものから、順次出すということにし
ないと、なかなかそういったものは不都合といいますか、ふぐあいが出てきますので、公
図とそれから所有者というところの場面でございますけれども、ですので、今のところは
そういった運用を、この地籍調査が行われる期間は、やっていかなければならないという
ふうには思っております。
○議長（山本　芳昭君）９番、坪倉勝幸議員。
○議員（９番　坪倉　勝幸君）その地籍調査が終わらなければという答弁なんですけど
も、あと２０年、３０年かかる地籍調査が終わるまで、今の形であるということで、住民
課では、窓口でその公図を見ることができないということなんですよね、答弁からする
と。そういう状態を改善できませんか。住民課窓口で、正式なというか、法務局に登記を
した公図を見ることっていう、システム上できないわけですか。
○議長（山本　芳昭君）淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）現在そういったシステム、当然、入っておりませんし、今の
状況の中ではできないというふうに考えております。
○議長（山本　芳昭君）淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）済みません。補足といいますか。今の地籍調査で使っておら
れるＧＩＳといいますか、そういったものを見るということも、当然、していかなければ
いけませんけれども、実際、地籍調査が終わっていないところ、やはり、旧図面で出さな
きゃいけないという今の状況下の中では、２つのシステムが混在するといいますか、地籍
調査側のＧＩＳ、それから日南町が管理している公図の図面ということのダブルスタンダ
ードといいますか、そういった２つのもので使用していくしかないというふうには思って
おります。
○議長（山本　芳昭君）９番、坪倉勝幸議員。



○議員（９番　坪倉　勝幸君）当然、紙の旧来からの公図と、新しいコンピューター上に
ある公図っていうのは、当然、両方がないといけないわけですけども、住民課の窓口で両
方が閲覧することができませんかっていうことを聞いておるわけでありますが、いかがで
す。済みません。そのように改善できませんかということを聞いてる。
○議長（山本　芳昭君）淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）技術的なものとかも日々進歩しておると思いますので、今の
システムの中で、そういったことができないかというところも、再度検討させていただき
たいと思っております。
○議長（山本　芳昭君）９番、坪倉勝幸議員。
○議員（９番　坪倉　勝幸君）次に、観光振興についてでありますけども、ちょっと具体
的なことになりますが、若松鉱山について、宣伝用ポスターをつくられたり、聞き取り調
査をされたり、多里の旧小学校で展示室を設けられて、されておりますけども、観光協会
あるいは観光振興として、今後どのような方針で取り組まれる予定でありましょうか。
　もう一つは、３０年度聞き取り調査されております。これは企画課の事業で行われたと
いうことでよろしいですか。観光協会がされたんでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）實延企画課長。
○企画課長（實延　太郎君）失礼いたします。お尋ねの若松鉱山につきまして、今、事務
局としましては、観光協会のほうで事業を進めておるところでございますけども、このあ
たりは、御承知のとおり企画と連携をして行っております。現状、途中の道がふぐあいが
あったりということで、現地までは、車にての移動というのは困難な状況で、今ございま
す。とはいえ、全国からも問い合わせをいただいたり、個別にお話をいただく中では、個
別に御案内をさせていただいとる現状でございます。今後の方向性等につきましては、長
期的なところは、また会長以下、役員等の意向もあることとは思いますが、当面の間につ
いては、費用をかけない、また維持をしていく中で、最低限の維持をしていく中では、日
本一を誇った施設でございますので、求めに対しては、答えていきたいということで、引
き続き御案内等差し上げたいというふうに思っておるところで、今、進めております。
　また、調査であるとか事務等につきましては、協会、今現在中心になって進めておると
ころでございます。よろしくお願いします。
○議長（山本　芳昭君）９番、坪倉勝幸議員。
○議員（９番　坪倉　勝幸君）事業の推進については、観光協会でいいと思うんですけど
も、町として、この資源を今後どう活用していくのか、あるいは廃棄してくのか、そこの
辺の方針は、やっぱり明確に示した上で、保全管理をするなら保全、きちんとした形で保
全できるような設備等も必要だろうと思うわけですけども、町長はどのようにお考えであ
りますか。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）若松鉱山でありますが、観光的な魅力の１つであるっていうふう
には思ってますけれども、現時点では道路の関係もありまして、なかなか行きにくい状況
があってるっていうことは承知はしております。今後のあり方っていうところではありま
すけれども、少し厳しいのかなというふうに、個人的には思っとりまして、ただ、その中
で、何ができるかっていうところを、やはり考えていかないといけないのかなというふう
に思っとります。過去の歴史的なところと資産的なところはあるというふうに思っていま
すので、それがいかに、維持がどうしていったらいいのかっていうところを、明確にする
必要があるっていうふうに思っとります。
　現場あたりの今の現状の建物は、何年か前に私自身も行かせてもらったり、奥のほうに
は事務所的なところもあっとりまして、その当時は、まだまだ使えるかなあというふうに
思っとりますが、入りがけのほうの建屋のものについては、最初のころ少し屋根のほうの
修繕をしたっていう経過がありますけれども、その辺がありますが、少し全体的なところ
を長期的に考えようっていうふうにという方向には、なかなか修繕のほうも厳しいのかな
あというのが、今、思っているところであります。その辺は、少し協会とも、観光協会と
も含めながら、これから最終的なことを決めていきたいというふうに思っとりますが、現
時点では、私自身はそういうふうに思っているとこであります。
○議長（山本　芳昭君）８番、久代安敏議員。
○議員（８番　久代　安敏君）タブレットの２７ページの附属資料のほうです。ここに職
員の定員管理状況、全体で出てますよね。平成３０年度は合計１６４人ということで出て
ますが、このうち、いわゆる正職員と、非正規と言われている嘱託、臨時、あるいはパー
トも含めてですけども、その人数の３０年度の比率について、わかれば説明してもらいた
いですけども、即、わからないようであったら、また資料として、この中には、一般行政
職員、福祉関係、教育行政、公営企業等、病院の関係を含まれておる数字で表記してあり



ますので、それについて説明を求めたいと思いますが、どうでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）木下総務課長。
○総務課長（木下　順久君）調書のほうに載っとります２７ページの表につきましては、
これは正規職員の数が、定数、定員管理として比較を載せておるものでございます。御質
問の、その他臨時職員さん等を含めた数につきましては、済みません、今ここで数字を持
ち合わせておりませんので、改めて御説明をさせていただく機会を設けたいと思います。
よろしくお願いいたします。
○議長（山本　芳昭君）そのほかございますか。
　３番、岡本健三議員。
○議員（３番　岡本　健三君）済みません、先ほどの若松鉱山の件なんですけれども。こ
れはなかなか難しい、厳しいという御意見でしたが、現在、道路がちょっと使えない状態
で到達するのが難しいという面と、それから、案内に行く人がなかなかいない、ガイドで
すね。ガイドがいないという面で、お客をさばき切れてないということも聞くんです。で
すのでもう少し、建物の修繕とかそういうことは最低限に抑えるにしても、もう少しお客
さんを迎える体制というのを整えて、せっかくの観光資源なのですから、もっと町として
アピールできるような形で使っていくようにしたほうがいいんじゃないかと思うんです
が、どうでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）實延企画課長。
○企画課長（實延　太郎君）失礼いたします。ただいま御質問、御指摘のあった点でござ
います。改めまして、現状を申し上げますと、先ほど町長も触れられました、道路のまず
ハード面、それから建屋の維持補修に係る面、これらに幾らかかるのかというのをまず、
正式な詳細調査には出したわけではございませんが、大体に幾らぐらいかかるだろうとい
う、つかみ程度では持ち合わせておりますが、詳細まで、じゃあ幾らかかって、改修にど
うするんだというようなとこになりますと、非常に、現実から取り組むに当たっては、現
実からちょっと離れておるような、今、ところで、どうしようかというのを判断いただく
ための材料が、まだ正直、不足しとる状況でございます。ハード面については、まだまだ
そのあたり、復旧に当たっての調査も必要ですが、では何のために、何を目的のために、
それを整備するのかという、先ほどおっしゃいましたソフト面においてでございます。展
開というところでも、事務局レベルでも、大々的にツアーを組んで行う場合、また非常に
レアなファン、コアなファンをターゲットにした、非常に付加価値をつけた少人数受け入
れのプランというような、いろんな展開がソフト事業では考えられるわけでございます。
そういったところも、もうちょっと検討を重ねる必要があるかなと、現時点では思ってお
るところでございます。
　それから、議員御指摘のガイドのところにつきましては、確かに今現在、案内できる人
数が少人数でございます。守る会と称した事務あたりも、もっと協会あたりがフォローす
る必要がある、今、現状に認識をしております。このあたりは、その守る会とも連携しな
がら進めたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）ちょっと言葉足らずだったかもしれませんけれども、資産的な価
値っていうところは、もちろんあるっていうふうに認識しておりますので、その価値をど
のような形の中で効果的にできるかっていうところは、これから、そこの若松鉱山だけで
なくて、ほかのところの観光資源も含めた形の中で、流れるっていいましょうか、つなぎ
合わせていくっていうことは、これからはしていきたいなとは思っとりますので、ただ、
冒頭言いましたように、ハード面的には少し厳しい面もあるので、ただ、そのハードでも
どこまでがしたら、一番、ソフト面的なところの中での価値が理解してもらえるかってい
うところは、模索していく必要があるっていうふうに思っとります。
○議長（山本　芳昭君）２番、古都勝人議員。
○議員（２番　古都　勝人君）先ほどありました職員関係のところでございますが、タブ
レットの……。
○議長（山本　芳昭君）調書のページで結構です。
○議員（２番　古都　勝人君）２７ページです。これを見ますと、ラスパイレス指数の関
係でございますが、平成２４年、２５年あたりは、ラスパイレスが１００という状況。そ
の後は９４程度という形で推移しておりまして、職員募集の観点から、特定業種について
は、支度金を出したりとかしても、いわゆる人材集めをする部分もありますけれども、一
般職員、特にこのラスパイレス対象者の範囲もよくわからないんですけども、９４という
ことになると、非常に、日南町の職員の事務量等から考えて、改善がなされてきてないと
思うわけです。やはりラスパイレスあたりは、民間準拠といいながら、やはり魅力ある職
場にしていくという観点では、ある面１００に近づけるべきじゃないかと思うわけです。



　かつては、役場の職員の給料が上がれば、民間も上げないけんということで、民間から
のそういったプレッシャーもあったわけですが、まさに人材が不足すれば、中心的な施
設、町とか、病院とか、福祉会とか、いろんなところで、どうしても人が減ってはいけな
い職域もあるわけでして、そういった観点でラスパイレスの改善についてどのようにお考
えになっておるかお答えをいただきます。
○議長（山本　芳昭君）木下総務課長。
○総務課長（木下　順久君）ごらんのとおりラスパイにつきましては、ここ数年間か
９４％台という状況でございます。基本、以前と、大体以前からこういった数字でござい
ます。民間との給与差等という話もございましたが、基本的には、地方公務員も国家公務
員の人事院勧告というのを基づいて、それを基本的には完全に実施をしていくというの
を、ここ数年も続けておるとこでございます。一定の基準で出された勧告に対して、完全
に実施をしていくという方向で、民間に合わせる形での給与のあり方については、やはり
ある一定の線を守っていくというのが大事かなあというふうに思っとります。一時期、
２４年、２５年あたり、国が給与を絞られた時期に、逆に地方公務員のほうが上を行くよ
うな状況になったこともございますけども、現状はこの９４％っていうところが、いわゆ
る全国的な地方公務員の水準とすれば、妥当な線ではないかなあというふうには思ってお
ります。ここ近年、人勧等も、改定がプラス改定に転じております。景気に応じて公務員
につきましても、民間に準拠した給与体系が上がってくるというふうな状況も現状ではご
ざいますので、基本は、人勧を基準として、給与については考えていきたいというふうに
思っております。
○議長（山本　芳昭君）２番、古都勝人議員。
○議員（２番　古都　勝人君）人勧の完全実施で、対応していきたいという趣旨のことで
すけれども、一旦下がったものは、人勧だけでは１００に戻らない、思うわけです。常
に、議論がなされてきましたが、例えば、西部広域あたりの職員の給料は、お金を出して
おる町村の職員の給料よりはるかに高い実態があるわけです。非常に、私は矛盾だと思っ
とります。当然、金を出すところのほうが、イコールあるいは高いというのが筋だと思う
んですが、そういった広域に加入しておって、そちらのほうが出資をしておる町村よりも
高いと、非常に違和感を感じるわけです。今、総務課長から説明があった人勧の完全実施
はいいわけですが、一定のところまで持ち上げておいて、人勧の実施というのが僕は正し
いんじゃないかと。ですから、このまま今の方式でいくと、９４を超えること、９５にな
ることはないんだろうと思うわけです。そこら辺について、いま一度お考えをお聞かせ願
います。
○議長（山本　芳昭君）木下総務課長。
○総務課長（木下　順久君）御指摘のとおり、西部広域あたりの給与水準といいますの
は、例えば、米子市あたりの市部の給与を参考につくられておるということで、西部広域
の構成市町村の検討会の会議の中でも、課題になっております。行革の項目の中にも上が
って、給与のあり方というふうなことで、毎年議論をしておるところでございます。なか
なかすぐすぐにというふうなことにはならないかもしれませんけども、しっかり意見も言
いながら、議論をしていきたいというふうに思っとります。
　また、ベースが低いということにつきましては、これまでの経過もあろうかと思います
けども、現在西部の町村の中でも、比較すると、それほど日南町の職員の給与が低いとい
う、ラスの比較をしましても、という状況ではございませんので、妥当な数字というの
は、今後も、全国的なところ、西部町村等も比較しながら、検討はしていきたいというふ
うに思います。
○議長（山本　芳昭君）そのほかございますか。
　以上で、議案第７９号に対する質疑を終わります。
　ここで暫時休憩いたします。再開は１０時３０分からといたします。
　　　　　　　　　　　　　午前１０時１４分休憩
　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　午前１０時３０分再開
○議長（山本　芳昭君）休憩前に引き続き会議を再開します。
議案第８０号、平成３０年度日南町国民健康保険特別会計決算認定に対する質疑を許しま
す。
　３番、岡本健三議員。
○議員（３番　岡本　健三君）調書の１９７ページ、タブレットの２０２ページですね。
国民健康保険特別会計、こちらを拝見しますと、国民健康保険税が、１億３００万円、そ
れから歳入合計が、約６億６，５００万円というところになります。これを見て思い出す
のが、先日、私が一般質問で御質問しました１８歳以下の子供の、お子さんの均等割額



１０５万円ということなんですけれども、これは保険税収入の約１％で、国保会計歳入全
体からすると０．１６％と。これを大きいか小さいかというのは、なかなかその判断とい
うのは難しいところはあるわけですが、この金額をもって日南町では、国保税の子供、お
子さん分の均等割がないですよと、非常に子育て支援をしてますよという、そういうアピ
ールができるんであれば、決して大きな支出ではないというふうに考えるんですけれど
も、いかがでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）決算の内容についての質疑ですか。
○議員（３番　岡本　健三君）ごめんなさい。決算の内容というか……（「歳入」と呼ぶ
者あり）そうです、そうです。歳入、そうですね。歳入の中に占める均等割の割合を見
て、それについての質問なんですけれども。こないだの１０５万円というのも、３０年度
のお子さんの均等割の額ということだったので、比較は可能だと思うんですけれども。だ
から決算っていうか、お金の、歳入の入れ方として、均等割というのを入れるかどうか、
昨年度は入れたというのは聞きました。それが適当かどうかということについてただして
るんですけれども。
○議長（山本　芳昭君）適当かどうか。
　中村町長。
○町長（中村　英明君）確かに、数字上は小さい数字だというふうには認識しとります
し、一般質問の中にもお答えしましたけれども、その中でも、１８歳未満の皆さんは
１００万円余りっていうところの数字は報告をさせていただいた中で、そのあり方につい
ては報告させていただいたというふうに思っとりますので、議員のおっしゃられるよう
に、均等割はなくしたらどうかっていう話も含めて、一般質問の中で御回答させていただ
いたと思いますので、同じような考え方で、３０年度はこの決算ですけども、今後に向け
ても、当面はその方向で、同じような仕組みの中で進めていきたいというふうに思っとり
ますし、適正だろうというふうに思ってます。
○議長（山本　芳昭君）３番、岡本健三議員。
○議員（３番　岡本　健三君）適正というお答えなんですが、このお子さんに対する均等
割の減額というのは、お子さんはある家庭だけの問題ではないと思うんですよ。というの
は、子育てしやすい町ということになれば、子育ての世代の方が入ってきやすくなるとい
うことは、町全体として、今、どなたに聞いても、若い方に聞いても、御高齢の方に聞い
ても、やっぱり人が減ってるということが問題だというのが、ほぼ全ての町民の方の認識
だと思うんです。ですんで、この均等割というのは、直接影響があるのはもちろん、子供
さんのいる世帯ですけれども、波及効果としては非常に高いというふうに考えるので、そ
ういう意味では、この１０５万円の支出というのは、非常に効果的に使えるんではないか
と思うんですが、いかがでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）岡本議員に申し上げます。先ほど町長は、明確に、これで適正だ
と考えておるというふうに答えられましたので、岡本議員の意見と町長の意見、平行線を
たどっております。水かけ論ということになりますので、もし違う質問があれば、質問の
方法でも変えていただいて、質問をしていただきたいと思います。
○議員（３番　岡本　健三君）はい。
○議長（山本　芳昭君）９番、坪倉勝幸議員。
○議員（９番　坪倉　勝幸君）国保会計、保険料の据え置き等も非常にあっておりますけ
ども、健全な財政が続いていると認識をしておりますけども、事業状況報告書の中の記述
に少し疑問があります。といいますのも、経常収支がマイナスになったから、基金から
３，２００万繰り入れをしたというふうな記述であります。そもそも経常収支が、収入と
支出がどの範囲なのかっていうとこも改めてお伺いをしますけれども、要するに、当初予
算で７，７００万も基金から崩すということは、方針として決めて、運営方針として決め
てありました。その後、減額して５，６００万ですけども、それをさらに縮小して
３，２００万の繰り入れなんですよね。こういう実態からして、経常収支がマイナスにな
ったから、３，２００万円を繰り入れたという表現の仕方、これに問題があると思いま
す。いわゆる町民の受ける不安、そして県への報告の中で、日南町で経常収支がマイナス
だという印象を与えてしまう。この辺についていかがでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）議員おっしゃられますように、確かに、当初予算ではかなり
大きな金額の、いわゆる基金からの繰り入れを予定しておったわけでございます。これに
つきましては、御存じかと思いますが、いわゆる医療等の支出の部分、ある程度、当初予
算では幅を持たせたといいますか、支出ができる可能な見込みということで、大きな数字
での、当初予算では計上しとったわけでございますけれども、医療費等は抑制されたとい
うことで、この３，０００万の支出、基金からの繰り入れは、結果的に３，０００万の繰



り入れになったわけでございますけど、これにつきましては、ほぼいわゆる国保税の据え
置いた部分、その部分がマイナスになったということで、今回の繰入額に決定したという
ことでございまして、どうしても当初予算では、想定される支出をあらかじめ幅を持たせ
た形での当初予算に組んだということで、このような７，０００万とか、当初予算では繰
り入れというような見込みを立てさせてもらったところでございます。したがいまして、
ことし令和元年度に利用においては、約２，０００万弱の基金の繰り入れになっておりま
すけれども、今後は、今の国保税の水準を保っていくと、大体これぐらいの基金からの繰
り入れでいけるんじゃないかというような見込みも、今の現在では立てております。以上
でございます。
○議長（山本　芳昭君）９番、坪倉勝幸議員。
○議員（９番　坪倉　勝幸君）質問に対する答弁に全くなっていないわけですけども、経
常収支がマイナスになったという意識、認識、これについて伺っておるわけでありまし
て、予算の段階で、既に基金からの繰り入れは予定をして計画をした予算であります。こ
れに対して、決算時点で経常収支がマイナスという表現ですよね。これについてどうかと
いうことを聞いておるんです。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）内容的には、やはり国保税金のほうを抑えてずっと来たっていう
ところが主たる原因の基金の繰り入れの内容だろうというふうに思っとります。表記のあ
り方につきましては、結果論的には、こういうことは間違いではないのかもしれません
が、少しやっぱり補足説明あたりが必要かなあというふうに思っとります。一般的に、表
っていうか歳入、歳出の内容については、このとおりだろうというふうに思っとります
が、原因は先ほど言いましたように、保険料を据え置きした経過の中での生まれたもので
ありまして、当初から、当初予算からマイナスを基金から繰り入れるっていうところは、
どういいましょうか、政策的な捉え方だっていうふうに思っとりますが、最終的な決算の
報告書の中の表記のあり方については、このとおりだというふうに思っておりますが、た
だ背景的なところは、補足は必要かなあというふうには思っております。
○議長（山本　芳昭君）９番、坪倉勝幸議員。
○議員（９番　坪倉　勝幸君）伺ってる前書きの部分ですよ。ですので、ここが、実態が
もう、経常収支がマイナスだという認識でよいということですね。ということは、経常収
支っていうのは、収入の歳入の部分はどこまでを含むのか、歳出はどれどれを含むのか、
改めて伺います。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）特別会計とはいえ、基本的には、プラマイ・ゼロっていうところ
になる形っていうのが望ましい形だというふうに思っとりますけれども、ただ、こういう
状況であるっていうところでありますので、それとやっぱり、政策的な保険料を据え置く
っていうところの中でありますので、一つのあり方として、私は間違いないというふうに
思っておるところではあります。ただ、やはり基金としても限度がありますので、その辺
のバランスを考慮していくっていうことは、当然これからも必要だろうっていうふうには
思っておるところでありますし、またこれから、国保、鳥取県の一元化っていうようなと
ころも、既になっておりますけれども、その内容のあり方もやはりこれから出てくるって
いうふうに思っておりますので、そういったところを、今後加味しながら、予算づくり、
あるいは、予算づくりですよね、基本的には。そこのところも修正が必要であれば、して
いきたいというふうに思っとりますけれども、現時点、基金が今３億ちょっとあるってい
うふうに思っとりますので、その辺の利活用っていうところも含めて、検討していきたい
というふうに思っとります。
○議長（山本　芳昭君）そのほかございますか。（「経常収支とか」と呼ぶ者あり）
　淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）基金からの繰り入れが、いわゆるマイナスという、経常収支
のマイナスというかどうかの表現の仕方ということでございますけれども、基金からの繰
り入れも想定した、当初予算でございますので、一応マイナスという表現がいいのかどう
かという議論かと思いますけども。（「税収上で経常収支なんて入ってないっていうとこ
ろの問題がある」と呼ぶ者あり）歳入には、基金繰り入れを除く、全てのものがなります
ので、基金からは繰り入れたということになりますと、やはり経常収支的にはマイナスと
いうような表現のほうが、一般的といいますか、そのようなところが正しい表記なのでは
ないかなというふうに担当課では考えております。
○議長（山本　芳昭君）そのほかございますか。
　　　　　　　　　　　　　　　　〔質疑なし〕
○議長（山本　芳昭君）そうしますと、以上で、議案第８０号に対する質疑を終わりま



す。
　続きまして、議案第８１号、平成３０年度日南町簡易水道事業特別会計決算認定に対す
る質疑を許します。
　　　　　　　　　　　　　　　　〔質疑なし〕
○議長（山本　芳昭君）以上で、議案第８１号に対する質疑を終わります。
　議案第８２号、平成３０年度日南町農業集落排水事業特別会計決算認定に対する質疑を
許します。
　　　　　　　　　　　　　　　　〔質疑なし〕
○議長（山本　芳昭君）以上で、議案第８２号に対する質疑を終わります。
　議案第８３号、平成３０年度日南町介護保険特別会計決算認定に対する質疑を許しま
す。
　　　　　　　　　　　　　　　　〔質疑なし〕
○議長（山本　芳昭君）以上で、議案第８３号に対する質疑を終わります。
　議案第８４号、平成３０年度日南町介護サービス事業特別会計決算認定に対する質疑を
許します。
　８番、久代安敏議員。
○議員（８番　久代　安敏君）附属資料の２５３から２５４ページをごらんになってくだ
さい。福祉会からの利用料として、諸収入で計上して、当初する予定だった２，６４２万
４，０１８円を免除という結論に達したということが説明に書いてあります。これは２年
連続の免除ということで、平成２８年、２７年は、猶予ということで、繰り下げして、利
用料としていただくという予定ではありますけども、このたび２年連続で免除にいうこと
を決定された理由と、ここに表記してある、日南福祉会の職員が不足していて経営が厳し
いということも書いてありますけども、平成３０年度の決算について、不足、指定管理の
資料にも決算の金額も出ていますが、改めて決算状況、最終の赤字額についての報告を求
めたいというふうに思いますが、どうでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）３０年度におきましては、既に皆さん御承知のとおり、いろいろ
どういいましょうか、人材不足っていうか、ということが背景にあって、いろんな集約を
してきた移行の期間っていうふうに思っとりますので、そういった意味でいくと、本来、
どういいましょうか、入るべき１００とするとその条件が少し下回ってるっていうのが一
般的な条件の見方だろうというふうに私自身は思っておりまして、そういった意味で、収
支が整わなかったということが予測されましたので、３０年度につきましては、免除とい
う形で整理をさせていただきました。ですから、どういいましょうか、職員個々の動きに
つきましては、通常どおりの動きだろうというふうに思っとりますので、そういった背景
が、やっぱりなかなかプラスになる条件ではなかったというふうな思いがありますので、
そういった形で、結果とあわせて免除の理由としてさせていただきたいというふうに思っ
とります。
　ただ、御案内のように３１年度と、いわゆる元年度につきましては、議員の皆さんの、
どういいましょうか、提案の部分も１，０００万あったりとか、１０月には介護保険制度
の若干の報酬の見直しっていうところがありますので、多少、どういいましょうか、その
辺が、少しは解決できる方向が見出せるんではないのかなというふうには認識しとりま
す。
○議長（山本　芳昭君）よろしいですか。（「福祉会の決算」と呼ぶ者あり）
　福祉会の決算状況でしたね。
　渡邊福祉保健課長。
○福祉保健課長（渡邊　輝紀君）済みません。ちょっと申しわけありません。決算書のほ
う持ってきておりますけど、ちょっと確認をして、また御報告のほうさせていただきたい
と思います。
○議長（山本　芳昭君）よろしいですか。
　そのほかございますか。
　　　　　　　　　　　　　　　　〔質疑なし〕
○議長（山本　芳昭君）以上で、議案第８４号に対する質疑を終わります。
　議案第８５号、平成３０年度日南町後期高齢者医療特別会計決算認定に対する質疑を許
します。
　　　　　　　　　　　　　　　　〔質疑なし〕
○議長（山本　芳昭君）以上で、議案第８５号に対する質疑を終わります。
　議案第８６号、平成３０年度日南町再生可能エネルギー発電事業特別会計決算認定に対
する質疑を許します。



　　　　　　　　　　　　　　　　〔質疑なし〕
○議長（山本　芳昭君）以上で、議案第８６号に対する質疑を終わります。
　議案第８７号、平成３０年度日南町病院事業会計決算認定に対する質疑を許します。
　８番、久代安敏議員。
○議員（８番　久代　安敏君）平成３０年度は、地域医療総合確保基金から、７，４００
万余り繰り入れておられますが、先日、事務部長が報告されたこの基金を繰り入れておら
なければ、実質には病院経営が全体として赤字になったと、先ほどの介護保険のお話でも
一緒ですけども、介護保険じゃない国保の話も、同じやっぱり基金から繰り入れてたけど
も、病院の場合は赤字という、実質的な赤字という表現はされていないわけですけれど
も、改めて、この基金がなかったならどうだったのかということを、もう一度お聞きした
いと思いますが、どうでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）中曽病院事業管理者。
○病院事業管理者（中曽　森政君）７，５００万ばかり、平成２９年度末につくった基金
から取り崩しておるわけでございます。これは、経営上の不採算、あるいは人材確保のた
めに充当するということで、当初予算を策定する段階での収支見込みに基づいて、平成
３０年度は、この金額を取り崩すということで、予算を編成したところです。実際にはこ
れがあって、結果的には、決算、５，６００万程度の黒字になったわけですが、この基金
取り崩しがそういった不採算部分の充当ということで、黒字の大きな要因、決算上、黒字
の大きな要因になってきたということになります。これがなかったら、約１，８００万、
ほぼ１，８００万の赤字の決算になっていただろうというふうに思います。こういった説
明でよろしいでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）よろしいですか。（「はい、わかりました」と呼ぶ者あり）
　そのほかございますか。
　　　　　　　　　　　　　　　　〔質疑なし〕
○議長（山本　芳昭君）以上で、議案第８７号に対する質疑を終わります。
　以上で、議案第７９号から議案第８７号までの一般会計、特別会計、病院事業会計の質
疑を終わりましたが、質疑漏れがあればこれを許します。
　８番、久代安敏議員。
○議員（８番　久代　安敏君）先ほどの国保の会計の話でですけども、今、病院事業会計
もお聞きしました。基金から繰り入れるということは、やはり当初予算の段階で、大体こ
のぐらいな保険料を据え置くとすれば、このぐらいの基金から繰り入れしないと保険料を
引き上げざるを得ないなあということを試算されて、基金から、３，２００万、前年は繰
り入れられたわけですから、やはり基金は町民の財産ですから、短絡的に赤字だったとい
う表現は、やっぱり私も正しくない。保険料を、住民の皆さんの保険料を据え置くため
に、これ以上の負担増をしてもらわないためにも、町として基金を取り崩してでもやった
んだということを、やっぱり前書きの項につけ加えてやられるほうが、本当に町も頑張っ
てやってくれてるんだということの理解が進もうと思うので、やっぱり今後の表記の仕方
については、単純に、当初予算で基金の繰り入れをせねば赤字になったという、単なる金
額の相差だけの表現にするのは、私もよろしくないと思いますが、改めて、担当課長か町
長にお聞きしたいと思いますが、どうでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）今、議員おっしゃられたとおり、効果的に基金を使って、皆
様の、いわゆる保険税のほうを据え置いているんだというようなところも、丁寧な説明を
今後はさせていただきながら、決算書のほうやそれから予算書のほうにも反映させていき
たいというふうに思っとります。
○議長（山本　芳昭君）そのほかございますか。
　　　　　　　　　　　　　　　　〔質疑なし〕
○議長（山本　芳昭君）以上で、日程第１１、議案第７９号から日程第１９、議案第８７
号までの決算認定９議案に対する質疑を終結いたします。
　お諮りいたします。ただいま上程されています９件の決算認定議案は、その行政効果等
について専門的に調査、審議し、財政計画等を検討して本町の将来施策の参考にしたいと
考えます。ついては、日南町議会委員会条例第５条の規定により、決算審査特別委員会を
設置して、これに付託することにしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
　　　　　　　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）御異議なしと認めます。よって、決算認定の各議案につきまして
は、決算審査特別委員会を設置して、これに付託することに決定いたしました。
　決算審査特別委員会の委員の選任につきましては、日南町議会委員会条例第６条第２項
の規定により、議長が指名することになっており、委員会は議員９名で構成したいと思い



ます。ついては、委員会条例第７条の規定により、委員会を開催され、年長議員の指示に
より、委員長、副委員長を互選の上、議長まで報告されるようお願いいたします。
　ここで暫時休憩いたします。再開は１１時１０分からといたします。
　　　　　　　　　　　　　午前１０時５８分休憩
　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　午前１１時１０分再開
○議長（山本　芳昭君）休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
　ただいま、決算審査特別委員会で決定された委員長、副委員長の互選結果を事務局長か
ら報告いたします。
○事務局長（花倉　幸江君）報告いたします。
　決算審査特別委員会委員長は坪倉勝幸議員、副委員長は近藤仁志議員です。
○議長（山本　芳昭君）ただいま事務局長の報告のとおり、委員長、副委員長が互選され
ました。
　坪倉委員長のもと、特別委員会を開催され、９月３０日の最終本会議には、委員長報告
がなされるようお願いいたします。
　　　　─────────────・───・─────────────
○議長（山本　芳昭君）以上で本日の日程は全て終了いたしました。
　本日はこれで散会にしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
　　　　　　　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）御異議なしと認めます。よって、本日はこれをもって会議を閉
じ、散会とすることに決定いたしました。
　つきましては、９月３０日の本会議は別に通知をいたしませんので、定刻までに御参集
いただきますようお願いします。
　本日はこれにて散会いたします。お疲れさまでした。
　　　　　　　　　　　　　午前１１時１１分散会
　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


